
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者を守る 定期報告制度  

  

宮宮崎崎県県建建築築住住宅宅セセンンタターー情情報報トトピピッッククスス 

なるほど家づくりコラム⑪ ＝気に入った家 訪ねて参考に＝ 

家づくりは、「誰に、何を、どうやって頼めばいいの？」 

 設計工事の発注方法によって異なりますが、ハウスメー

カー、建設業者、設計事務所への依頼が一般的です。 

ハウスメーカーなどの場合は、カタログや展示住宅を見

て、その特徴や金額を知ることが出来ます。 

住宅は、規格化されており、仕上げ、設備などはグレー

ド別に示されています。一般的な敷地を想定して設定され

ていますので、極端に変形した土地などに建設する場合

は、 

 

 

■大規模建築物の省エネ基準適合義務化が始まります！ 

平成２９年４月より、２,０００㎡以上の非住宅建築物に

ついては、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法

の確認済証の交付をうけることができなくなります。 

■「３００㎡以上の建築物の新築、増改築」をする場合、

建築物省エネ法により、建築主は工事を着手する日の２１

日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。 

対象：建築物（住宅・非住宅）３００㎡以上 

 

は、別途、経費が必要になります。 

建設業者の中には、建築士が所属して、設計から工事ま

でのところや、工事だけのところもあります。 

 設計事務所に依頼すると、自由性があり個性的な設計が

出来るのですが、別に建設業者と工事契約が必要となって

きます。 

自分の気に入った家を見つけたら、そこを訪ねて参考に

してみてはいかがでしょうか。 

「新しいイメージの既存住宅」の情報提供制度案を取りまとめ 

 

ＮＯ.３２（２０１７年３月） 

日頃の備えは所有者等の義務です 

建築基準法では、建築物を建築する際の基準だけでなく、

建築物の所有者や管理者に対し、その建築物や建築設備な

どを常に安全な状態に維持するように努めることも義務付

けています。 

建築物を常に安全な状況に維持することは、その建物の

利用者に対する安心を提供し、信頼を得ることにつながり

ますので、定期的に安全点検を行いましょう。 

～今夏に告示化後スタート 名称は「安心Ｒ住宅」～ 

国は、平成２９年２月２８日に開催した「第３回流通促進

に寄与する既存住宅の情報提供制度検討会」において、「新し

いイメージの既存住宅」の情報提供制度案を公表した。名称

については「安心Ｒ住宅」とする案が示されている。 

「安心Ｒ住宅」の要件については、「耐震性」を有すること

を要件としており、インスペクション（建物状況調査）を実

施の上、構造上の不具合及び雨漏りが認められないことも要

件とする。 

また、水廻り、内装、外装の現況がわかる画像の開示

を求め、加えて、登録事業者団体毎に独自の基準を設定

し、その基準に適合していることを要件としている。 

広告時点では、新築時や過去の維持管理情報の有無等

を開示の上、消費者への情報提供を求めている。 

今後、今回の取りまとめ案をもとに制度案を今年３月

中に確定し、パブリックコメントに掛け、その上で、４

月以降に制度を確定し夏頃告示化を図る予定。 

（リフォーム評価ナビＮｅｗｓ１７４より抜粋） 

 友の会会員からのお知らせ   

■「監理技術者講習会」 

建築工事に特化した講義内容と充実したテキスト（ＣＤ付き）となっています。     ＣＰＤ６単位 

・開 催 日 ①平成２９年４月４日 （火） ②平成２９年６月６日 （火） ③平成２９年８月１日（火） 

   ④平成２９年１０月３日（火） ⑤平成２９年１２月５日（火） 

・開催時間 ８：５０～１６：４５ 

・会 場 宮崎建友会館２階 役員会議室  ・定 員 １２名  ・受講料 １０,０００円料 

・問合せ 宮崎県建築士会本部事務局 （ＴＥＬ：０９８５－２７－３４２５） 

 

 

 

 

 

 事務務局からのお知らせ   

（一財）宮崎県建築住宅センター 〒880-0913 宮崎市恒久 1-7-14 TEL 0985-50-5573  FAX 0985-50-5621 

平成２８年６月に制度が強化されました 

平成２８年６月に報告が義務付けられた建築物や設備

が増加しました。建築物においては、用途及び規模の範囲

が広くなったことで、これまで調査・報告の義務が無かっ

た施設も対象となります。 

当センターで窓口開設 

平成２８年９月より、宮崎県からの委託を受けて、宮崎

県が所管する地域の定期報告に係る提出・相談窓口を開設

しています。 


